
脇に敷設されたものでいわゆる軌道に当り，免許権は県にある。

国家から建設政の÷の布lìll枕受けられるため， 日裕県は自力で
建設したが，財政貧弱な県はフレシ平青I'j函に包含して建設した。

その後軌道蛍業を徐々に廃止し， 今 日 では自動車紛送に切換え

て営業を維持しているに過ぎない。地方鉄道 ・ 軌道ともに免許

期間は 99 年間で， 免許失効とともに資産は地方自治体に帰属す

ることにな っ ている。 経蛍の大綱は免許条件惑によ って規制さ

れるが，主lk転ダイヤ，最高最低列車速度，最低数列車本数， 踏

切管理主手，五E転 ・ 保安については県知事の監督を受ける。 週E貨

については S.N.C .F と同一手続により管理されるが 2 県以上

にまたがる鉄道の氏率の認可は大臣が行う。なお中央の監督織

闘には公共事業主lk紛観光省に地方鉄道監督官を置き ， 関係県に

は~;;_1ラtm!が設けられている。

参考文献 L'Ann馥 ferroviaire 1954. Aubry; L馮islation 

des Chemins de fer. Lartilleux; R駸eau National des 

Chemins de fer Francais. Collection Que saisje? ; Chemins 

de fer. (内海文雄)

フランスのどうろうんそう フランスの道路運送
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自動車が交通手段としてこの国に登場したのは前世紀末てーあ

るが， 以来わずか十世紀の|聞に自動車は鉄道に対するきわめて
強力な競争者としての地位を占めるに至った。自動車輸送の発

達を111同数についてみると， 1913 年には 10 万両に過ぎなかっ

たものが， 1 93 1 年には 173 万 ， 1948 年には 146 万， 1952 年に

は 228 万阿と飛躍的地加を示している。自動車のこのような発

達を見るに至ったのは，封印 1 次大戦中鉄道輸送の代行者 ・ 祈助

者として強力な地位を占めるにいたったことによるものである。

このような自動車の発達のために， 中短距般の旅客輸送は多く

自動車に奪取され， 貨物は収益の挙がらぬ低賃率の長距離大量

貨物の輸送が鉄道に残されるに至り，両者の輸送調整が急務と

されるに至った。このため 1934 年以降， 道路巡送に対してつ

ぎの内容の規制繍置がとられるに至った。

① 道路Jlli送事業を認可制とし，事業者を現在の線で抑える

ため車両の調査を行い，証明書に記載した以外の運送を行うこ

とは禁止する ② 事業鑑別を長距離運送と短距離迩送に大7J1j

し ， 鉄道と自動車との問に協定を結ばせ，長距離の重量品輸送

は鉄道，短距離の軽量品輸送は自動車の分野とする方針をとる

③ 各県に公共機関，県会， 利用者， 鉄道および道路運送業

者の各代表からなる輸送専門委員会を設けて， 輸送計闘を作成

し，これに準拠して輸送を行わせる。

同時に道路巡送にl認する行政上の民主督を強化するため，従来

工道.i'{i使用而についての取締に限られていた中央の権限を拡充

し，その 'Ir務をわが国の運輸省に当る公共事業運紛観光省の所

管とし，地方の行政事務は県知事に移管し， 事業者は土木技師li

長の指jíHに服することとした。しかしこの調整策は事業相互間

の理解をj主総とする規制措位であったため，鉄道と自動車の輸

送分野の固定はもちろんのこと ， 自動車運送業者相互間におい

ても ， とくに染者数の多い貨物自動車事業において調整をはか

ることができず，さらに自動車製造業者の強力な反対のために

この政鍛は突行されなかった。

1937 年には鉄道の国有化を断行するとともに， 公共事業大臣

の下に巡輸政策の最高策定軽量|刻として高等巡輸若手議会を新設し ，

つぎの基本方針をたてるにいた った。 ①鉄道の不採算路線の

営業廃止を許可し ， 自動車による代行輸送を免許する。②鉄

道と自動車との平行路線への二重投資を禁止する。③ 鉄道に

よる自動車事業の兼営を禁止する。

フランスのど

以後第 2 次大戦に入り 1940 年から 45 年にかけてヴィシ一政

府によってi臨時輸送統制が突施されたが，戦後は事情が一変 し，

アメリカの対仏媛助による政治的進出に随伴して，ア メ リ カ石

油 トラストが大量の石油を放出したため， 自動車の進出に i油を

そそぐ結果となり，道路運送を強力に規制する こ と が緊急事と

なった。道路運送を規制するに当つての難問は， 企業自由の概

念を温存しつつ， \，、かに強力に自動車運送を統制するかであっ

たが， 結局つぎのような折衷策を係る こ とに決定を見た。①

自家用運送は定義を明確化した上で調整策の適用から除外する

② 公共の福祉を阻害しない範囲で輸送統制を倣進する ③ 

鉄道と自動車との競争の袈聞には， 運賃差および迷送協定の締

結されていない点が災いしているので， 適正運賃および輸送協

定を確立させる。

以上の原則lにも と づいて 1949 ・ 11 ・ 14 付をもってわが国の道

路運送法に相当する L鉄道連送と道路運送 と の捌盤および協同

に関する政令1 が公布された。

2 1 949 年の L鉄道運送と道路運送との調撃および協同に|測

する政令1 にもとづく道路運送事業の笑的

(1) 輸送極別の明確化 各極輸送の定義をつぎのように明確

に規定した。

ア旅客輸送

(7) 定期旅客輸送 季節によりまたは迦に よ り巡行されるも

のを含む定期定路線による輸送。

仔) 臨時旅客輸送 旅客の要請に応じて毎年ある期間に更新

される一般貸切を主とする輸送。

(扮 タクシーによるパス行為輸送(;，註高 7 名) 数個の契約に

よる采合輸送を認めるタクシー輸送。

(ヱ) 例外旅客輸送 前詑の範囲に入らない紛送。

なおìt-j湿のタクシー営業は免許権が苦手祭にあるので適用を除

外した。

イ 貨物輸送

(7) 広域貨物輸送 金図を事業区成とする輸送。

げ)狭i或貨物輸送 県庁所在地から半径 100 ないし 150 km

以内の向一県内の輸送。

(劫都市貨物輸送 都市 ・ 町村の周辺の半径 40 km 以内の輸

送。

以上の定義による業者を 1934 年の線て判l え ， 旅客について

は当時の事業者数で， 貨物については取扱総 ト ン数で制限し，

新規業者は鉄道が路線営業を廃止した場合に限りこれに応じる

者を，または取扱盆の追加を認めるこ とと した。

さらに同政令の施行時において事業の確認‘を受け，県ごとに

作成する運送計画に登録を受けなければならないと定められた。

登録の有効期間は法令に よ っ て適宜定める こ とになっている。

なお15L運送専門委員会で作成する運送計繭には ① 路線名

② 運行回数 ③ 事業者名 ④ 路線復数化の可否 ⑤ 不

定期輸送にあってはその車両数を記載するようになっている。

作成した計図案は県会の若手殺を経て高等迩紛得税会に送付し，

若手談後公共事業運輸観光大臣に提出し， 隣接県との不均衡を調

整した上これを開設にかけ，承認を得た後突施に移す。各業者

に対しては連送計画のわく内で運送の配分が行われ営業規則原

型が交付される。

(2) 営業規則原型 原型の内容の一例をパス輸送について示

すとつぎのとおりである。

ア路 線運行路線は県運送計画に規定するわく内で業

者の申訪により定める。

イ 巡行回数 巡行回数の変更に当っては，他業者の同意を




